
説明会での質疑と回答 

質問 回答 

発電所の撤去について。条例では

事業者が倒産したりした場合、土

地所有者が代わって必要な措置を

講じるとなっているが、どうなる

のか？事業者が廃業したら、設備

は差し押さえられてしまうのでは

ないか？売電価格も年々下がって

いて、業者が廃業してしまう、い

なくなってしまう可能性は十分あ

る。 

現在、FIT期間終了前 10年間においては、廃棄

に関する費用を積み立てる（徴収される）、と

いう制度が施行されています。発電事業者でな

くとも、積み立てられた費用は所定の手続きを

行えば受け取ることができます。また、事業者

の倒産などにより、仮に設備が第三者に渡った

としても、この積立金も第三者へ引き継がれる

ことになります。固定買取価格は年々下がって

いますが、FITの認定を受けた価格は 20年の期

間中基本的には下がるものではありません。 

伐採を行う木はどのくらいか？伐

採する山林は何％残すとかいうル

ールがあるのではないか？ 

計画地の立木はすべて伐採します。大規模な伐

採を行うような場合には林地開発という許可申

請のため 25%の残地山林を設けるといったケー

スがありますが、本件は該当しません。 

今日は事業者さんが来ていない

が、なぜ今日の予定を設定したの

か？事業者に責任があるのだから

来るべきではないか？ 

本日は条例に基づいた説明会となりますが、条

例上で事業者が毎回必ず参加しなければいけな

いものではありません。今日の日程は事業者

様、区長様、環境課さんと協議の上決定しまし

た。本日のご質問やご意見はしっかりと事業者

様にお伝え致します。 

今日の説明会で終わりと冒頭で言

うのはおかしいのではないか？ 

環境課さん、区長様とも協議のうえ、今回が最

終の説明会という事で、皆様へのお知らせや町

の HPにも掲載頂いております。あくまで、皆

様に集まって頂いての説明会は最終という事で

あり、個別で頂くご質問やご意見に対しまして

は今後もきちんと対応させて頂きます。 

農業遺産に関してどう考えている

か。この土地は 1,500年前からコ

ミュニティがあり、ため池を使い

農業を営んできた。それを壊すの

か？  

日本農業遺産、世界農業遺産の登録につきまし

ては、産業振興課さんに確認を取り「今回の太

陽光の工事は登録に影響がない」という見解を

頂いております。また、今回の工事を行うこと

により 1,500年前から続く農業を壊すことにな

るとは考えておりません。 

近隣地域にたくさん太陽光がある

が、車で走ったことはあるか？見

てどう思うか？とても醜い。歴史

家とか芸術家に聞いて計画をして

いるのか？ヨーロッパとか先進国

は病院ひとつ作ったりするときに

も芸術家等に相談し計画を立て

る。 

車で走り見ております。中には私から見ても危

険な設置をされているものもあると思っており

ます。今回の工事を行うにあたり歴史家や芸術

家に相談はしておりません。 

 


